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輸出許可申請の「いろは」 
       第一輸出管理事務所 米満啓 

 

１．君知るや「いろは」の区分 

 「君知るや」などと言うと「当然だろ、失敬言うな」と切り返されそうですね。輸出管理屋なら大半が、

それを許可申請手続きの際の仕向地区分と知っているでしょうから。みなさん下記ⅰ~ⅳはとうに御存知

というわけです。 

ⅰ 「いろは」とは許可申請手続きにおける仕向国の地域区分である。「いろは」区分 

 と申請項番の組合せで、申請窓口と提出書類パターンが決まる 

  ⅱ 出典は輸出令運用通達の別紙 

ⅲ 提出書類通達の別表３も上記ⅱと同等（ⅱよりも見やすいので＜附録１＞ではこちらを紹介） 

   ⅳ 包括許可取扱要領別表 A・B のマトリックスにも採り入れられている 

ではこんな悩みは感じたことがありませんか？ 

   ⅴ なんで区分の数がこんなに多いのだろう？ それに「は①」「は②」…という小分けは何なん

だ？（それに「①②」とは思わせぶりな表記ではありませんか？） 

   ⅵ 同じ国（例 アイスランド）が「ろ」や「は①」「ほ」「と①」etc.に重複分類って 

    どういうことなんだ？ 

    【運用通達より】 

国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域①

は地

域②

に地

域①

に地

域②

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

アイスランド   ○ ○    ○  ○ ○   

アイルランド ○         ○    

アゼルバイジャン   ○  ○ ○   ○ ○ ○   

 

   ⅶ 提出書類通達の手続き案内(＜附録２＞)を見ても、同じような記述の繰り返しで頭に入らない 

    たとえば同じ「は地域②」向けで次の２つを分かち書きする意味は何？ 

輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物であって、貨物等省令第２条 第１

項第二号イからハまで又は第三号ヘからタまでのいずれかに該当する貨物  

D3 書 類

を本省に 
輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物であって、貨物等省令第２条 第１

項第二号ニからトまで又は第三号レからヤまでのいずれかに該当する貨物 

D3 書 類

を本省に 

   ⅷ 運用通達には「に①」「と①」があるのに包括許可取扱要領（下記）からは削られている 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和 62 年 11 月６日付け 62 貿局第 332 号・輸出注意事項 62 第 11 号）別表第１の別紙の注抜粋） 

     仕向地及び提供地 

国・地域名 

い地域

① 

い地

域②

ろ地

域 

は地

域①

は地

域②

に地

域②

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

アイスランド   ○ ○   ○  ○   

アイルランド ○           

アゼルバイジャン   ○  ○ ○  ○ ○   

という次第で、少なくとも私にはよくわからないシロモノだったのです。 

これから一歩ずつ、理解を深めていこうと思います。 

 

 

※今回の版(2021.10.4 版…8.20 に改訂したものの誤りを訂正した)は、2019 年施行の｢り地域｣創設、窒化ガ
リウム基板製品・テルル系結晶の許可手続き変更、及び 2021 年施行の提出書類通達改正（貨物等省令 7
条三号ロハ品の｢ち地域｣向け書類セット変更）を受けての改訂です。 

※｢ホワイト国｣の呼称は、2019 年 8 月に廃止され｢グループＡ｣に変更。「グループＡ」は聞きなれない方も
多いので本稿では「旧ホワイト国」の表現を残します。
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２．まず大枠をとらえよう 

 なぜ１つの国（たとえばアイスランド）が複数の地域区分に分類されるのか？ それは申請項番に応じ

て「2 項なら『ろ』」「3 項なら『は①』」という具合に、分類の仕方が異なるからです。区分の数が（「い

①」から「ち」まで）12 個もあるのも、それが理由です。 

 従ってまずは項番に応じた区分パターンの大枠を押さえておくことが必要です。 

申請項番 対応する地域区分名 

い
①

い
②

ろ は
①

は
②

に
①

に
②

ほ へ と
① 

と
② 

ち り

2 項（NSG 関連の規制） 〇 〇 〇     ○

3 項・3 の 2 項（AG 関連の規制） 〇 〇 〇 〇 〇     ○

4 項（MTCR 関連の規制） 〇 〇 〇    ○

5～15 項（WA 関連の規制） 〇  〇 〇 〇 ○

 次節から、上表の項番分類に沿って説明します。 
 
３． NSG 関連の規制（2 項）と地域区分 

申請項番 対応する地域区分名 

い
①

い
②

ろ は
①

は
②

に
①

に
②

ほ へ と
① 

と
② 

ち り

2 項（NSG 関連の規制） 〇 〇 〇     ○

 
 表にもあるように、2 項の申請時に登場するのは「い①」・「い②」・「ろ」「り」の４区分。 

  

 

 

 

             

 

この 4 地域を「安心度」で順序付け

すると  

｢い①｣＞｢り｣＞｢い②｣＞｢ろ｣  

逆に「ややこしさ」でいえば 

｢い①｣＜｢り｣＜｢い②」＜｢ろ｣ 

となります。 
 
 では「安心度」の背景は何か？ 次のように理解するとよいでしょう。 

地域区分 一口解説 

い① 旧ホワイト国（現在は「グループＡ」に分類） 

い② 非旧ホワイト国だが NSG に加入しており、かつ比較的安全な印象の 14 か国 
 4 大国際輸出管理レジーム全加入のウクライナ・トルコ 
 核兵器開発放棄を宣言したブラジル・南ア 
 旧ソ連では、カザフ・ベラルーシ・バルト三国 
 東欧では、スロバキア・スロベニア・ルーマニア 
 西欧では、キプロス・マルタ 

ろ 「い①」「い②」「り」以外 
※ NSG 加入国でも次の 6 か国は「ろ」に分類 
       中国・ロシア・クロアチア・セルビア・メキシコ 

｢グループ B｣国であるアイスランド 

り 韓国（現在｢グループＢ｣に分類） 

概ね国際レジームへの加入状況がベースになっているものの、それだけでは割り切れない、複雑な国際関

係を反映しているように思えます。 

い

②
地

域 

い①地域 
(旧ホワイト国) 

ろ

地

域

い

①
地

域 

り

地

域 

これらは現在、韓国とと

もに｢グループＢ｣に分類 

い①地域以外 
（非旧ホワイト国）
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 次に具体的にどんな違いがあるのか？ 申請項番に沿って整理したのが次の表です。 

 輸出令 い① い② ろ り 備考 

2 項(1)～(2)  B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

2 項(3) 

 

但し少量の試薬・標準物

質 

A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※２ 

上記以外 B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 

2 項(4) 

 

但し省令 1 条四号イ B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

但し省令 1 条四号ロ A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※５ 

2 項(5)  B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

2 項(6) 

 

但し Li 同位元素分離装置 A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※３ 

但し核燃料物質成型加工

装置 

B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

2 項(7)  B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

2 項(8) 

 

但し省令 1 条八号イ B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

但し省令 1 条八号ロ A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※２ 

2 項(9)  A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※３ ※４ 

2 項(10) 

 

但し省令 1 条十号イ B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

但し省令 1 条十号ロ A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※３ 

2 項(10 の 2)  B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省 ※１ 

2 項(11)～(52)  A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※３ ※４ 

   ※１ NSG の Part1 に由来する規制（原子力専用設計品の規制ゆえ厳しい） 

  ※２ NSG の Part1 由来の規制だが、少量の試薬・標準物質に限り、規制が緩和されている。 

  ※３ NSG の Part2 に由来する規制(原子力関連機能ありとはいえ汎用品の規制ゆえやや緩やか) 

  ※４ 2 項に加えて「告示貨物 or14 項 or15 項にも該当する」ケースが通達では述べられている

が、そのような「2 項＋αの同時該当」の品目は存在しない。（論理的にありえない） よって

上表には取り上げず。詳しくは拙稿「輸出令関係通達における幽霊屋敷」（www.1st-

xcont.com/HauntedHouse_Problem.pdf）参照。 

  ※５ NSG の Part1 に由来するものだが下記事情により扱いが緩和されている。 

NSG 条文は対象を”for use in a nuclear reactor”（1 条四号イに対応）と記述。1 条四号ロ規制

は Explanatory Note に基づき政府裁量で対象を「原子炉用に用いることができるもの」に拡

大した結果誕生した（これが「事情」） 

 上表で「局」とは申請窓口が各地の経済産業局であることを表します。「局」扱いでは提出書類の要求

が本省扱いに比べやや緩やかです。（例えば最終需要者の事業内容資料や誓約書が要求されない） 

 また「A、B1、C」は提出書類のパターンを表しますが、要求内容の濃さは「A＜B1＜C」の順です。
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４．AG 関連の規制（3 項・3 の 2 項）と地域区分 

申請項番 対応する地域区分名 

い
①

い
②

ろ は
①

は
②

に
①

に
②

ほ へ と
① 

と
② 

ち り

2 項（NSG 関連の規制） 〇   〇 〇 〇 〇      ○

 
表にもあるように、3 項・3 の 2 項の申請時に登場するのは、「い①」に、「は①」・「は②」・「に①」・

「に②」・「り」を加えた計 5 区分。順序付けは、「フッ化水素とそれ以外」で 180 度異なる。 
 
【フッ化水素以外】 

  

 

 

 

             

 

「安心度」の順に並べると、「い①」≒「り」＞「は①」＞「は②」＞「に②」 

「ややこしさ」なら、   「い①」≒「り」＜「は①」＜「は②」＜「に②」 

 上図で「は②」と「に②」の位置関係について微妙な描き方をした理由は、 

3 項・3 の 2 項のうち、3 項(1)…但し貨物等省令 2 条 1 項二号・三号の仕様該当品…とそれ以外では、

下表の通り区分パターンが異なるからです。 

パターン 内容 

基本パターン（3 項(1)／貨物等省令 2 条

1 項二号・三号以外の品目） 

「い①」（優遇）・「は①」（やや優遇）・「に①」（厳格） 

の 3 分類 

厳格パターン（3 項(1)／貨物等省令 2 条

1 項二号・三号） 

上記から「に①」を 

「は②」（普通の
．．．

厳格）・「に②」（超厳格）に分割。 

つまり分類は「い①」・「は①」・「は②」・「に②」の４段階 

 
【フッ化水素（3 項(1)／貨物等省令 2 条 1 項一号ヘ）】 

  

 

 

 

             

 

「安心度」の順に並べると、 「い①」＞「は①」＞「り」≒「は②」≒「に②」 

「ややこしさ」なら、    「い①」＜「は①」＜「り」≒「は②」≒「に②」 

  

は

①

地

域

い①地域 
(旧ホワイト国） 

は②地域

に②地域

り

地

域 
｢に①地域｣ 

＝｢は②｣＋｢に②｣ 

い

①
地

域 

い①地域以外（非旧ホワイト国） 
＝「は①」＋「に①」＋「り」

は

①

地

域

い①地域 
(旧ホワイト国） 

は②地域

に②地域

い

①
地

域 

い①地域以外（非旧ホワイト国） 
＝「は①」＋「に①」＋「り」

り地域 

｢に①地域｣ 
＝｢は②｣＋｢に②｣ 

両者併せて｢に①｣ 
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 では具体的に、取り扱いはどう変わるのか。 

輸出令 省令項番 い① は① は② に① に② り 

3 項(1) 2 条 1 項一号 

 イ～ホ、ト～ヰ 

A・局 B1・局 ＊１ D1・本省 ＊１ A・局 

 ヘ（フッ化水素） A・局 B1・局 ＊１ D1・本省 ＊１ D1・本省 

2 条 1 項二号イ～ハ A・局 B1・局 D3・本省 ＊１ ×(不許可) A・局 

      ニ～ト A・局 B1・局 D3・本省 ＊１ D4・本省 A・局 

2 条 1 項三号イ～ホ B1・本省 B1・本省 D2・本省 ＊１ ×(不許可) B1・本省 

      ヘ～タ A・局 B1・局 D3・本省 ＊１ ×(不許可) A・局 

      レ～ヤ A・局 B1・局 D3・本省 ＊１ D4・本省 A・局 

3 項(2) 2 条 2 項 A・局 B1・局 ＊１ D5・本省 ＊１ A・局 

3 項(3) 2 条 3 項 A・局 B1・局 ＊１ D5・本省 ＊１ A・局 

3 の 2 項(1) 2 条の 2 第 1 項 A・局 B1・局 ＊１ D6・本省 ＊１ A・局 

3 の 2 項(2) 2 条の 2 第 2 項 A・局 B1・局 ＊１ D5・本省 ＊１ A・局 

 ＊１ 「に①」＝「は②」＋「に②」 

 

 次に、各区分にどんな国が含まれているか見てみましょう。 

地域区分 一口解説 

い① 旧ホワイト国（現在は「グループＡ」に分類） 

は① 非旧ホワイト国だが AG に加入しており、かつ比較的安全な印象の 10 か国＊１ 

 4 大国際レジーム全加入のトルコ（※ ウクライナは漏れた） 

 旧ソ連では、バルト三国（※ カザフ・ベラルーシは AG 未加入） 

 東欧では、スロバキア・スロベニア・ルーマニア 

 西欧では、キプロス・マルタ・アイスランド＊１ 

に① 「い①」「は①」「り」以外の諸国 

は② 「に①」のうち、「に②」以外の諸国 

※ AG 加盟国であるクロアチア・インド・メキシコは「ろ」に分類 

※ ｢グループ B｣国であるベラルーシ・ブラジル・カザフ・南ア・ウクライナ  

も「は②」に分類） 

に② 「に①」のうち、次の 10 か国 

アンゴラ・イスラエル・エジプト・カンボジア・コソボ・シリア・ソマリア・台湾・

南スーダン・ミャンマー・北朝鮮 

り 韓国（現在｢グループＢ｣に分類） 

  ＊１ 8.20 版では「アイスランドを書き漏らして 9 か国」としていたのを訂正 

 

  

これらは現在、韓国と

ともに｢グループＢ｣に

分類 
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5．MTCR 関連の規制（4 項）と地域区分 

申請項番 対応する地域区分名 

い
①

い
②

ろ は
①

は
②

に
①

に
②

ほ へ と
① 

と
② 

ち り

4 項（MTCR 関連の規制） 〇       〇 〇    ○

表にもあるように、4 項の申請時に登場するのは、「い①」に「ほ」・「へ」「り」を加えた計４区分。 

 

  

 

 

 

             

 

この 4 地域を「安心度」で順序付け

すると  

｢い①｣≒｢り｣＞｢ほ｣＞｢へ｣  

逆に「ややこしさ」でいえば 

｢い①｣≒｢り｣＜｢ほ」＜｢へ｣ 

となります。 

 

では具体的な取扱いの違いはどうなるか。 

輸出令 い① ほ へ り 備考 

4 項(1)～(2)  B1・本省 B1・本省 C・本省 B1・本省  

4 項(3)～(21)   A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※１ 

4 項(22) 但し省令 7 条三号ロ非該当 A・局 B1・局 C・本省 A・局  

但し省令 7 条三号ロ該当 A・局 F・本省 F・本省 A・局 ※１ 

4 項(23)～(26)  A・局 B1・局 C・本省 A・局 ※１ 

※１ ４項に加えて「告示貨物 or14 項 or15 項にも該当する」ケースが通達では述べられているが、

そのような「４項＋αの同時該当」の品目は存在しない。（論理的にありえない） よって上表

には取り上げず。（2 項の場合と同様） なお「4 項＋省令 7 条三号ロ該当」はありうる。 

 

次に、各区分にどんな国が含まれているか見てみましょう。 

地域区分 一口解説 

い① 旧ホワイト国（現在は「グループＡ」に分類） 

ほ 非旧ホワイト国だが MTCR に加入しており、かつ比較的安全な印象の 5 か国 

 4 大国際レジーム全加入のトルコ・ウクライナ 

 アイスランド・ブラジル・南ア 

へ 「い①」「ほ」「り」以外 

※ MTCR 加盟国中、ロシア・インド＊１は「へ」に分類されている 

※ 「グループ B」国であるベラルーシ・キプロス・エストニア・カザフ・ラトビア 

 リトアニア・マルタ・ルーマニア・スロバキア・スロベニアも「へ」に分類 

り 韓国（現在｢グループＢ｣に分類） 

 ＊１ 8.20 版ではインドを書き落としていたので訂正。 

  

ほ

地

域 

い①地域 
(旧ホワイト国) 

へ

地

域

い

①
地

域 

り

地

域 

い①地域以外 
（非旧ホワイト国）

これらは現在、韓国ととも

に｢グループＢ｣に分類 
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6．WA 関連の規制（5 項～15 項）と地域区分 

申請項番 対応する地域区分名 

い
①

い
②

ろ は
①

は
②

に
①

に
②

ほ へ と
① 

と
② 

ち り

5～15 項（WA 関連の規制） 〇         〇 〇 〇 〇

表にもあるように、５～15 項の申請時に登場するのは、「い①」「と①」・「と②」・「ち」の計 4 区分。 

順序付けは「フッ化ポリイミド・レジストとそれ以外」で異なる。 
 
【フッ化ポリイミド・レジスト以外】 

 

 

 

 

 

 

 

 

この４地域を「安心度」で順序付けすると  

「い①」≒「り」＞「と②」＞「ち」 

 
 

逆に「ややこしさ」でいえば 

「い①」≒「り」＜「と②」＜「ち」  

 
 
となります。 

 

 上図で「い①」と「と②」の位置関係について微妙な描き方をした理由を記します。 

WA 関連項番のうち、普通
．．

の
．
規制品目については下表の「基本パターン」で扱われますが、 

ちょっと特殊な
．．．．．．．

SL（Sensitive List）・VSL（Very Sensitive List）・ML（Munition List）の品目と APP

規制該当のコンピュータは「厳格パターン」に従います。地域区分との関係でいえば、「基本パターン」は

「と①」・「ち」の２つ、「厳格パターン」は「い①」・「と②」・「ち」の３つにより手続きが変わるというわ

けです。 

パターン 内容 

基本パターン 

（一部の機微な品目以外即ち SL・VSL・

ML・APP 規制コンピュータ 

・窒化ガリウム品・テルル系結晶 

・フッ化ポリイミド・レジスト以外） 

「と①＝い①＋り＋と②」（優遇）・「ち」（厳格）の２分類 

厳格パターン 

（SL・VSL・ML・APP 規制コンピュー

タ・窒化ガリウム品・テルル系結晶） 

上記から「と①」を「い①＋り」（優遇）・「と②」（普通）に

分割。つまり分類は 

「い①＋り」（優遇）・「と②」（普通）・「ち」厳格）の３段階

変則パターン 

（フッ化ポリイミド・レジスト） 

次頁参照 

 

  

と②地域 

い①地域 

ち地域 り地域 

と
①
地
域 

（
い
①+

り
＋
と②

）

3 者併せて｢と①｣ 

3 者併せて｢と①｣ 
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【フッ化ポリイミド・レジスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

この４地域を「安心度」で順序付けすると  

「い①」≒「と②」＞「り」≒「ち」 

 
 

逆に「ややこしさ」でいえば 

「い①」≒「と②」＜「り」≒「ち」  

 
 
となります。 

＊ 8.20 版は上図で「と②地域（い②＋り＋と）」としていたが「と①地域（い①＋り＋と）」に訂正 

 

 申請項番別の取扱いは下表の通り 

輸出令 い① と① と② ち り 備考

5 項 告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

5 項(17)／省令 4 条十四号ロ貨物 

(フッ化ポリイミド) 

A・局 ＊１ A・局 C・本省 C・本省  

上記以外 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

6 項  A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

7 項 告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

下記 6 種の窒化ガリウム基板品 

‥7 項(2)／省令 6 条二号該当 

‥7 項(18)／省令 6 条十八号該当 

‥7 項(22)／省令 6 条二十二号該当

‥7 項(22)／省令 6 条二十四号該当

‥7 項(23)／省令 6 条二十三号該当

‥7 項(23)／省令 6 条二十四号該当

A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

7 項(19)／省令 6 条十九号該当品 

(レジスト) 

A・局 ＊１ A・局 C・本省 C・本省  

上記以外 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

８項 

 

告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

省令 7 条三号ロ／ハ該当 A・局 ＊１ F・本省 F・本省 A・局  

上記以外 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

9 項 告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

非告示貨物 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

10 項 告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

10 項(14)／省令 9 条十六号イ・ロ

該当品(テルル系結晶) 

A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

上記以外 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

11～ 

13 項 

告示貨物 A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

非告示貨物 A・局 ＊１ A・局 C・本省 A・局  

14 項  A・局 ＊１ B2・本省 C・本省 A・局  

15 項  A・局 ＊１ C・本省 C・本省 A・局  

と②地域 

い①地域 り地域

3者併せて｢と①｣ 

3 者併せて｢と①｣ 
ち地域

(い①＋り＋と) と

①

地

域 
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  ＊１ 上表では「と地域①」の列は敢えてブランクにしました。 

「と①」＝「い①」＋「り」＋「と②」ですから、「と①」を使わなくても「い①」「と②」「り」 

欄で代用可能だからです。 

そのうえ＊１でマークした品目に関する通達別表１の記述は「と地域①（り地域を除く）」とい

う形になっています。これでは利用者は「つまりどこを指すのだろう？」と迷ってしまいます。

それなら最初から「い①」と「と②」だと分けて書いた方が余程わかりやすいでしょう。 

    「と①」という枠は存在価値がない、むしろ邪魔な存在のように思えてなりません。 

 

    第 1 節のⅷで、包括許可要領には「に地域①」と「と地域①」の枠がないことを指摘しましたが 

    この通達を起草した人も、私と同じ認識でいらしたのではないかと思います。 

 

閑話休題。各区分にどんな国が含まれているか見てみましょう。 

地域区分 一口解説 
い① 旧ホワイト国（現在は「グループＡ」に分類） 
と① 「い①」＋「と②」＋「り」 
と② 非旧ホワイト国だが、韓国でも特段のワケアリ

．．．．．．．
（「ち」）でもない地域 

 ※ 韓国以外の「グループ B」国はすべて「と②」に分類 
ち ワケアリの 10 か国すなわち 

 輸出令別表第 4 の 3 か国と、 
同別表第 3 の 2 の 8 か国（イラク・北朝鮮は別表第 4 と重複するので数に入れず）

 
 
   

り 韓国（現在｢グループＢ｣に分類） 

 

 

７．書き終えて一言 

 私個人としては、頭の中が整理でき有意義な作業でした。しかし本稿の知見、実用的には知らなくても 

別に困るものではありません。通達の指示に従って、余計なこと
．．．．．

を考えず黙々と（つまり「粛々」と） 

手を動かしていけば手続自体は進められるのですから。 

 問題はあなたが、「マシン語の命令を黙々と実行する手続屋」の地位に甘んずることができるかだと思 

います。（「できる」人も結構いるらしいもですけどね。それから「甘んじていろ」という人も…） もっ 

とも世間では「ただの手続屋はそのうち AI に駆逐される」ともいいますが、私が言いたいのはそれとは 

別の話。「スッキリ理解できていない状態を不満に思うかどうか」という心の持ち方、職業人としての心 

意気の問題と思います。 

 

  

イラン・イラク・北朝鮮

アフガン・中央アフリカ・旧ザイール＝コンゴ民主共和国・レバノン・リビア・ソ
マリア・スーダン・南スーダン 
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＜附録１＞ 提出書類通達の別表３（地域区分表） 

 

  



第一輸出管理事務所・米満行政書士事務所  
2018.3.6（2021.10.4 改） 

 11 / 20 
 

 
  



第一輸出管理事務所・米満行政書士事務所  
2018.3.6（2021.10.4 改） 

 12 / 20 
 

 
 

 

 

 

 



第一輸出管理事務所・米満行政書士事務所  
2018.3.6（2021.10.4 改） 

 13 / 20 
 

 



第一輸出管理事務所・米満行政書士事務所  
2018.3.6（2021.10.4 改） 

 14 / 20 
 

 

 



第一輸出管理事務所・米満行政書士事務所  
2018.3.6（2021.10.4 改） 

 15 / 20 
 

＜附録２＞ 提出書類通達の別表１（貨物、仕向地及び提出書類） 
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